
公 安 委 員 会 令和６年鹿児島県警察運営重点（警務部門）の取 令和７年２月６日

報 告 資 料 組結果報告 総務課被害者支援室

１ 令和６年鹿児島県警察運営重点（警務部門）の取組結果

(1) 総評

運営重点「犯罪被害者等の権利利益の保護を図る環境の醸成」の達成に向け、警

察部内の連携や部外への強力な働き掛け等を推進した結果、警察職員及び被害者支

援に携わる関係者の理解・共感を得ることができたほか、市町村において被害者支

援特化条例が制定されるなど、一定の成果を上げることができたものと評価できる。

(2) 重点目標の達成に向け取り組んだ事項（理解・共感を得るための取組、施策の充

実）び成果（主なもの）

ア 取組事項

〇 警察幹部を含む全職員の理解・共感を得るための研修会の開催

〇 部内カウンセリング体制強化のための新規採用試験の実施

〇 警察署独自による研修・キャンペーン・講話等の企画、実施

〇 新規予算獲得に向けた要求及び公費負担制度の拡充（全国同一水準化）

〇 市町村条例制定に向け首長等への積極的な働き掛け及び協力

〇 被害者支援に携わる関係機関を巻き込んだ研修、キャンペーン等の実施

イ 成果

〇 部内

・ 職員の被害者支援に対する意識の変化

〇 部外

・ 鹿児島市等において被害者支援特化条例が制定されたことを受け、未制定

自治体からの条例に関する問い合わせや質疑等が増加

・ 警察署被害者支援ネットワーク会議の活性化が図られ、同会議に町議会議

員等が参加を希望するなど、条例制定を含む被害者支援への関心の高まりが

見られた。

２ 今後の方針

犯罪被害者等の権利利益の保護を図る環境の醸成は、犯罪被害者等基本法の目的で

もあることから、重点目標への選定の有無にかかわらず、今後も犯罪被害者の置かれ

ている現状や心情への配慮の重要性について理解・共感を深め、協力を広げつつ、適

切に各種施策を講じながら、将来的に社会全体で犯罪被害者を支える気運の醸成に繋

がるよう継続した地道な取組を行う方針。


